
昭
和
四
十
九
年
政
令
第
二
百
九
十
五
号

公
害
健
康
被
害
の
補
償
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令

内
閣
は
、
公
害
健
康
被
害
補
償
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
一
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
第
二
種
地
域
及
び
疾
病
の
指
定
）

第
一
条
　
公
害
健
康
被
害
の
補
償
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
地
域
及
び
同
項
に
規
定
す
る
疾
病
は
、
別
表
第
二
の
と
お
り
と
す
る
。

第
二
条
　
削
除

（
政
令
で
定
め
る
市
）

第
三
条
　
法
第
四
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
市
は
、
新
潟
市
と
す
る
。

第
四
条
　
削
除

（
認
定
の
有
効
期
間
を
定
め
な
い
指
定
疾
病
）

第
五
条
　
法
第
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
政
令
で
定
め
る
指
定
疾
病
（
法
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
疾
病
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
水
俣
病
、
イ
タ
イ
イ
タ
イ
病
及
び
慢
性

ひ砒
素
中
毒
症
と
す
る
。

（
ば
い
煙
発
生
施
設
等
設
置
者
に
対
す
る
支
払
）

第
六
条
　
法
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
支
払
に
つ
い
て
は
、
環
境
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
補
償
給
付
の
支
給
の
原
因
と
な
つ
た
行
為
に
基
づ
く
損
害
を

て
ん塡

補
し
た
法
第
五
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
ば
い
煙
発

生
施
設
等
設
置
者
（
以
下
「
ば
い
煙
発
生
施
設
等
設
置
者
」
と
い
う
。
）
か
ら
徴
収
す
る
汚
染
負
荷
量
賦
課
金
の
額
か
ら
第
一
種
地
域
に
係
る
指
定
疾
病
に
よ
る
被
害
に
関
し
て
行
う
公
害
保
健
福
祉
事
業
に
要
す
る
費
用
及
び
独
立
行

政
法
人
環
境
再
生
保
全
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
が
行
う
事
務
の
処
理
に
要
す
る
費
用
の
一
部
に
充
て
る
た
め
の
も
の
と
し
て
環
境
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
控
除
し
た
額
を
限
度
と
し
て
、
当
該
補
償

給
付
の
支
給
の
原
因
と
な
つ
た
行
為
に
基
づ
く
損
害
を

て
ん塡

補
し
た
ば
い
煙
発
生
施
設
等
設
置
者
が
一
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
者
に
そ
の
全
額
を
、
当
該
補
償
給
付
の
支
給
の
原
因
と
な
つ
た
行
為
に
基
づ
く
損
害
を

て
ん塡

補
し
た

ば
い
煙
発
生
施
設
等
設
置
者
が
二
以
上
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
れ
ら
の
者
に
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
損
害
の

て
ん塡

補
の
た
め
に
支
出
し
た
金
額
の
割
合
に
応
じ
た
額
を
支
払
う
も
の
と
す
る
。

（
他
の
法
律
に
よ
る
給
付
等
と
の
調
整
）

第
七
条
　
法
第
十
四
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
法
令
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）

二
　
船
員
保
険
法
（
昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十
三
号
）

三
　
労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）

四
　
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
号
）

五
　
雇
用
保
険
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
）

六
　
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）

七
　
身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）

八
　
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）

九
　
国
家
公
務
員
災
害
補
償
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
一
号
。
他
の
法
律
に
お
い
て
準
用
し
、
又
は
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
す
る
場
合
を
含
む
。
）

十
　
警
察
官
の
職
務
に
協
力
援
助
し
た
者
の
災
害
給
付
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
四
十
五
号
）

十
一
　
海
上
保
安
官
に
協
力
援
助
し
た
者
等
の
災
害
給
付
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
三
十
三
号
）

十
二
　
削
除

十
三
　
厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号
）

十
四
　
原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
百
十
七
号
）

十
五
　
公
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
四
十
三
号
）

十
六
　
旧
農
林
共
済
法
（
厚
生
年
金
保
険
制
度
及
び
農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組
合
制
度
の
統
合
を
図
る
た
め
の
農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組
合
法
等
を
廃
止
す
る
等
の
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
一
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項

第
二
号
に
規
定
す
る
旧
農
林
共
済
法
を
い
う
。
）
及
び
旧
制
度
農
林
共
済
法
（
同
項
第
五
号
に
規
定
す
る
旧
制
度
農
林
共
済
法
を
い
う
。
）

十
七
　
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
二
十
八
号
。
他
の
法
律
に
お
い
て
準
用
し
、
又
は
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
す
る
場
合
を
含
む
。
）

十
八
　
国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）

十
九
　
国
民
年
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）

二
十
　
独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）

二
十
一
　
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）

二
十
二
　
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）

二
十
三
　
特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
三
十
四
号
）

二
十
四
　
労
働
施
策
の
総
合
的
な
推
進
並
び
に
労
働
者
の
雇
用
の
安
定
及
び
職
業
生
活
の
充
実
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）

二
十
五
　
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）

二
十
六
　
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
等
に
よ
る
犯
罪
被
害
者
等
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
三
十
六
号
）
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二
十
七
　
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び

永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）

二
十
八
　
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）

二
十
九
　
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）

三
十
　
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
）

２
　
法
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
又
は
法
第
四
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
市
の
長
が
そ
の
支
給
義
務
を
免
れ
る
補
償
給
付
の
価
額
に
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
法
令
の
規
定
（
こ
れ
に
基
づ
く
行
政
庁
の
処
分

を
含
む
。
）
に
よ
り
補
償
給
付
に
相
当
す
る
給
付
等
の
支
給
を
受
け
る
者
そ
の
他
の
者
に
そ
の
費
用
の
一
部
を
負
担
さ
せ
る
こ
と
と
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
一
部
負
担
金
は
含
ま
れ
な
い
も
の
と
す
る
。

（
障
害
補
償
費
の
支
給
の
対
象
と
な
ら
な
い
者
）

第
八
条
　
法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
年
齢
は
、
十
五
歳
と
す
る
。

（
障
害
補
償
費
が
支
給
さ
れ
る
障
害
の
程
度
）

第
九
条
　
法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
障
害
の
程
度
は
、
次
条
の
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
障
害
の
程
度
と
す
る
。

（
障
害
補
償
費
の
額
の
区
分
）

第
十
条
　
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
率
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
障
害
の
程
度
に
応
ず
る
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
率
と
す
る
。

特
級
労
働
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
日
常
生
活
に
著
し
い
制
限
を
受
け
る
程
度
の
心
身
の
状
態
で
、
指
定
疾
病
の
種
類
に
応
じ
て
環
境
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
該
当
し
、
か
つ
、
当
該
指
定
疾
病
に
つ
き
常
時
介
護
を
必
要
と
す
る

も
の

一
・
〇

一
級
労
働
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
日
常
生
活
に
著
し
い
制
限
を
受
け
る
か
、
又
は
労
働
し
て
は
な
ら
ず
、
日
常
生
活
に
著
し
い
制
限
を
加
え
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
程
度
の
心
身
の
状
態
で
、
指
定
疾
病
の
種
類
に
応
じ
て
環
境

大
臣
が
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
も
の

一
・
〇

二
級
労
働
に
著
し
い
制
限
を
受
け
、
日
常
生
活
に
制
限
を
受
け
る
か
、
又
は
労
働
に
著
し
い
制
限
を
加
え
、
日
常
生
活
に
制
限
を
加
え
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
程
度
の
心
身
の
状
態
で
、
指
定
疾
病
の
種
類
に
応
じ
て
環
境
大
臣

が
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
も
の

〇
・
五

三
級
労
働
に
制
限
を
受
け
、
日
常
生
活
に
や
や
制
限
を
受
け
る
か
、
又
は
労
働
に
制
限
を
加
え
、
日
常
生
活
に
や
や
制
限
を
加
え
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
程
度
の
心
身
の
状
態
で
、
指
定
疾
病
の
種
類
に
応
じ
て
環
境
大
臣
が
定

め
る
基
準
に
該
当
す
る
も
の

〇
・
三

（
介
護
加
算
額
）

第
十
一
条
　
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
介
護
加
算
額
は
、
四
万
六
千
六
百
円
と
す
る
。

（
障
害
補
償
標
準
給
付
基
礎
月
額
の
算
定
方
法
）

第
十
二
条
　
障
害
補
償
標
準
給
付
基
礎
月
額
は
、
法
第
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
認
定
を
受
け
た
者
（
法
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
基
づ
い
て
認
定
を
受
け
た
者
を
除
き
、
以
下
「
被
認
定
者
」
と
い
う
。
）
の
性
別
及
び
環
境
大

臣
の
定
め
る
年
齢
階
層
別
に
区
分
し
て
、
毎
年
度
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
併
給
の
調
整
の
方
法
）

第
十
三
条
　
法
第
二
十
七
条
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
被
認
定
者
の
選
択
に
従
い
、
同
条
に
規
定
す
る
当
該
被
認
定
者
の
障
害
補
償
標
準
給
付
基
礎
月
額
に
達
す
る
ま
で
の
障
害
補
償
費
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。

（
障
害
の
程
度
の
見
直
し
期
間
）

第
十
四
条
　
法
第
二
十
八
条
第
一
項
（
法
第
三
十
九
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
指
定
疾
病
の
種
類
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
と
す
る
。

一
　
削
除

二
　
水
俣
病
、
イ
タ
イ
イ
タ
イ
病
及
び
慢
性

ひ砒
素
中
毒
症
　
三
年

（
遺
族
補
償
費
の
支
給
期
間
）

第
十
五
条
　
法
第
二
十
九
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
十
年
と
す
る
。

（
二
以
上
の
指
定
疾
病
に
起
因
し
て
死
亡
し
た
者
に
係
る
遺
族
補
償
費
等
の
支
給
に
要
す
る
費
用
の
支
弁
の
方
法
）

第
十
六
条
　
二
以
上
の
指
定
疾
病
に
起
因
し
て
死
亡
し
た
者
に
係
る
遺
族
補
償
費
の
支
給
に
要
す
る
費
用
は
、
当
該
各
指
定
疾
病
に
つ
き
認
定
を
行
つ
た
都
道
府
県
知
事
又
は
法
第
四
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
市
の
長
の
統
轄
す
る

都
道
府
県
又
は
同
項
の
政
令
で
定
め
る
市
が
支
弁
す
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
又
は
法
第
四
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
市
が
支
弁
す
る
費
用
の
額
は
、
当
該
遺
族
補
償
費
の
支
給
に
要
す
る
費
用
の
額
を
当
該
認
定
に
係
る
二
以
上
の
指
定
疾
病
の
数
で
除
し
て
得
た
額
と
す
る
。

３
　
前
二
項
の
規
定
は
、
二
以
上
の
指
定
疾
病
に
起
因
し
て
死
亡
し
た
者
に
係
る
遺
族
補
償
一
時
金
及
び
葬
祭
料
の
支
給
に
要
す
る
費
用
の
支
弁
の
方
法
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
遺
族
補
償
標
準
給
付
基
礎
月
額
の
算
定
方
法
）

第
十
七
条
　
遺
族
補
償
標
準
給
付
基
礎
月
額
は
、
死
亡
し
た
被
認
定
者
又
は
法
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
た
認
定
に
係
る
死
亡
者
の
性
別
及
び
環
境
大
臣
の
定
め
る
年
齢
階
層
別
に
区
分
し
て
、
毎
年
度
定
め
る

も
の
と
す
る
。

（
遺
族
補
償
一
時
金
の
算
定
基
礎
月
数
）

第
十
八
条
　
法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
月
数
は
、
三
十
六
月
と
す
る
。

第
十
九
条
か
ら
第
二
十
一
条
ま
で
　
削
除

（
療
養
手
当
が
支
給
さ
れ
る
病
状
の
程
度
）

第
二
十
二
条
　
法
第
四
十
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
病
状
の
程
度
は
、
次
条
の
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
病
状
の
程
度
と
す
る
。
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（
療
養
手
当
の
支
給
）

第
二
十
三
条
　
療
養
手
当
は
、
月
を
単
位
と
し
て
支
給
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
額
は
、
次
の
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
病
状
の
程
度
に
応
ず
る
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
額
と
す
る
。

一
そ
の
月
に
お
い
て
法
第
十
九
条
第
一
項
第
五
号
の
療
養
を
受
け
る
こ
と
を
要
し
た
日
数
が
十
五
日
以
上
で
あ
る
も
の

一
月
に
つ
き
三
万
八
千
九
百
円

二
そ
の
月
に
お
い
て
法
第
十
九
条
第
一
項
第
五
号
の
療
養
を
受
け
る
こ
と
を
要
し
た
日
数
が
八
日
以
上
十
四
日
以
内
で
あ
る
も
の

一
月
に
つ
き
三
万
六
千
九
百
円

三
そ
の
月
に
お
い
て
法
第
十
九
条
第
一
項
第
五
号
の
療
養
を
受
け
る
こ
と
を
要
し
た
日
数
が
七
日
以
内
で
あ
る
も
の

一
月
に
つ
き
二
万
七
千
円

四
そ
の
月
に
お
い
て
法
第
十
九
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
療
養
を
受
け
る
こ
と
を
要
し
た
日
数
が
、
第
一
種
地
域
に
係
る
指
定
疾
病
に
つ
い
て
は
十
五
日
以
上
、
第
二
種
地
域
に
係
る
指
定

疾
病
に
つ
い
て
は
八
日
以
上
で
あ
る
も
の
（
前
三
号
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

一
月
に
つ
き
二
万
七
千
円

五
そ
の
月
に
お
い
て
法
第
十
九
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
療
養
を
受
け
る
こ
と
を
要
し
た
日
数
が
、
第
一
種
地
域
に
係
る
指
定
疾
病
に
つ
い
て
は
四
日
以
上
十
四
日
以
内
、
第
二
種
地
域
に

係
る
指
定
疾
病
に
つ
い
て
は
二
日
以
上
七
日
以
内
で
あ
る
も
の
（
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

一
月
に
つ
き
二
万
五
千
円

（
葬
祭
料
の
額
）

第
二
十
四
条
　
法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
額
は
、
七
十
万
九
千
円
と
す
る
。

（
公
害
保
健
福
祉
事
業
）

第
二
十
五
条
　
法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
公
害
保
健
福
祉
事
業
は
、
次
に
掲
げ
る
事
業
と
す
る
。

一
　
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ヨ
ン
に
関
す
る
事
業

二
　
転
地
療
養
に
関
す
る
事
業

三
　
家
庭
に
お
け
る
療
養
に
必
要
な
用
具
の
支
給
に
関
す
る
事
業

四
　
家
庭
に
お
け
る
療
養
の
指
導
に
関
す
る
事
業

五
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
被
認
定
者
の
福
祉
を
増
進
し
、
又
は
指
定
疾
病
に
よ
る
被
害
を
予
防
す
る
た
め
に
必
要
な
事
業
で
環
境
大
臣
が
定
め
る
も
の

（
納
付
金
の
額
）

第
二
十
六
条
　
法
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
が
都
道
府
県
又
は
法
第
四
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
市
に
対
し
て
納
付
す
る
納
付
金
の
額
は
、
各
年
度
に
お
い
て
、
都
道
府
県
知
事
又
は
同
項
の
政
令
で
定
め
る
市
の
長

が
行
う
補
償
給
付
の
支
給
に
要
す
る
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
当
該
年
度
に
お
い
て
現
に
要
し
た
費
用
の
額
を
超
え
る
と
き
は
、
現
に
要
し
た
費
用
の
額
）
の
全
額
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。

２
　
法
第
四
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
が
都
道
府
県
又
は
法
第
四
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
市
に
対
し
て
納
付
す
る
納
付
金
の
額
は
、
各
年
度
に
お
い
て
、
都
道
府
県
知
事
又
は
同
項
の
政
令
で
定
め
る
市
の
長
が
法
第
四

十
六
条
の
規
定
に
基
づ
い
て
行
う
公
害
保
健
福
祉
事
業
に
要
す
る
費
用
に
つ
き
環
境
大
臣
の
定
め
る
基
準
に
従
つ
て
算
定
し
た
額
の
四
分
の
三
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。

（
交
付
金
の
額
）

第
二
十
七
条
　
法
第
五
十
条
の
規
定
に
よ
り
政
府
が
都
道
府
県
又
は
法
第
四
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
市
に
対
し
て
交
付
す
る
交
付
金
の
額
は
、
各
年
度
に
お
い
て
、
法
又
は
法
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
又
は

同
項
の
政
令
で
定
め
る
市
の
長
が
行
う
事
務
の
処
理
に
要
す
る
費
用
に
つ
き
環
境
大
臣
の
定
め
る
基
準
に
従
つ
て
算
定
し
た
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。

第
二
十
八
条
か
ら
第
三
十
条
ま
で
　
削
除

（
政
令
で
定
め
る
年
）

第
三
十
一
条
　
法
第
五
十
三
条
第
一
項
第
二
号
イ
の
政
令
で
定
め
る
年
は
、
法
第
五
十
二
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
基
準
年
度
の
前
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
（
別
表
第
四
に
お
い
て
「
基
準
年
」
と
い
う
。
）
の
四
年
前
の
年
と
す

る
。

（
年
間
排
出
量
の
換
算
の
方
法
）

第
三
十
二
条
　
法
第
五
十
三
条
第
一
項
第
二
号
イ
の
規
定
に
よ
る
法
第
五
十
二
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
対
象
物
質
（
以
下
「
対
象
物
質
」
と
い
う
。
）
の
年
間
排
出
量
の
換
算
は
、
法
第
五
十
三
条
第
一
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る

算
定
基
礎
期
間
の
各
年
に
お
け
る
対
象
物
質
の
年
間
排
出
量
に
別
表
第
四
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
地
域
の
区
分
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
、
各
年
ご
と
に
定
め
る
数
を
乗
ず
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
政
令
で
定
め
る
率
）

第
三
十
三
条
　
法
第
五
十
四
条
第
二
項
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
率
は
、
〇
・
六
と
す
る
。

（
単
位
排
出
量
当
た
り
の
賦
課
金
額
）

第
三
十
四
条
　
法
第
五
十
四
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
単
位
排
出
量
当
た
り
の
賦
課
金
額
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一
　
法
第
五
十
四
条
第
二
項
第
一
号
の
単
位
排
出
量
当
た
り
の
賦
課
金
額
　
温
度
が
零
度
で
圧
力
が
一
気
圧
の
状
態
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
標
準
状
態
」
と
い
う
。
）
に
換
算
し
た
対
象
物
質
の
法
第
五
十
三
条
第
一
項
第
二
号
イ

に
規
定
す
る
累
積
量
一
立
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
、
三
十
九
円
四
十
銭

二
　
法
第
五
十
四
条
第
二
項
第
二
号
の
単
位
排
出
量
当
た
り
の
賦
課
金
額
　
標
準
状
態
に
換
算
し
た
対
象
物
質
の
年
間
排
出
量
一
立
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
、
別
表
第
五
の
中
欄
に
掲
げ
る
地
域
の
区
分
に
応
ず
る
同
表
の
下
欄
に
掲
げ

る
金
額

（
特
定
賦
課
金
の
額
の
算
定
方
法
）

第
三
十
五
条
　
法
第
六
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
賦
課
金
の
額
の
算
定
方
法
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
　
当
該
第
二
種
地
域
に
係
る
指
定
疾
病
に
影
響
を
与
え
た
大
気
の
汚
染
又
は
水
質
の
汚
濁
の
原
因
で
あ
る
物
質
を
排
出
し
た
特
定
施
設
等
設
置
者
（
法
第
六
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
施
設
等
設
置
者
を
い
う
。
以
下
同
じ

。
）
が
一
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
第
二
種
地
域
に
係
る
法
第
三
条
第
一
項
に
掲
げ
る
補
償
給
付
の
種
類
ご
と
の
受
給
者
見
込
数
及
び
平
均
受
給
金
額
の
見
込
額
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
算
定
し
た
法
第
六
十
二
条
第
一

項
に
規
定
す
る
費
用
に
充
て
る
た
め
の
特
定
賦
課
金
の
額
と
し
て
当
該
年
度
に
お
い
て
必
要
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
金
額
と
す
る
。
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二
　
当
該
第
二
種
地
域
に
係
る
指
定
疾
病
に
影
響
を
与
え
た
大
気
の
汚
染
又
は
水
質
の
汚
濁
の
原
因
で
あ
る
物
質
を
排
出
し
た
特
定
施
設
等
設
置
者
が
二
以
上
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
第
二
種
地
域
に
係
る
法
第
三
条
第
一

項
に
掲
げ
る
補
償
給
付
の
種
類
ご
と
の
受
給
者
見
込
数
及
び
平
均
受
給
金
額
の
見
込
額
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
算
定
し
た
法
第
六
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
費
用
に
充
て
る
た
め
の
特
定
賦
課
金
の
額
と
し
て
当
該
年
度
に

お
い
て
必
要
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
金
額
に
、
各
特
定
施
設
等
設
置
者
に
つ
き
、
次
の
イ
の
量
の
ロ
の
量
に
対
す
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

イ
　
各
特
定
施
設
等
設
置
者
が
排
出
し
た
当
該
第
二
種
地
域
に
係
る
指
定
疾
病
に
影
響
を
与
え
た
大
気
の
汚
染
又
は
水
質
の
汚
濁
の
原
因
で
あ
る
物
質
の
総
排
出
量
に
当
該
原
因
と
な
る
物
質
を
排
出
し
た
期
間
及
び
排
出
し
た
場

所
等
を
勘
案
し
て
環
境
大
臣
が
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
量

ロ
　
当
該
第
二
種
地
域
に
係
る
指
定
疾
病
に
影
響
を
与
え
た
大
気
の
汚
染
又
は
水
質
の
汚
濁
の
原
因
で
あ
る
物
質
を
排
出
し
た
す
べ
て
の
特
定
施
設
等
設
置
者
の
イ
に
規
定
す
る
量
を
合
算
し
た
量

（
ば
い
煙
発
生
施
設
等
設
置
者
等
に
対
す
る
報
告
の
徴
収
等
）

第
三
十
六
条
　
環
境
大
臣
は
、
法
第
百
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
ば
い
煙
発
生
施
設
等
設
置
者
及
び
特
定
施
設
等
設
置
者
に
対
し
、
そ
の
業
務
に
関
し
報
告
を
求
め
、
又
は
そ
の
職
員
に
、
ば
い
煙
発
生
施
設
等
設
置
者
及
び

特
定
施
設
等
設
置
者
の
工
場
若
し
く
は
事
業
場
に
立
ち
入
り
、
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
昭
和
四
十
九
年
九
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
公
害
に
係
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
の
廃
止
）

２
　
公
害
に
係
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
四
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

（
経
過
措
置
）

３
　
法
の
施
行
の
際
現
に
公
害
に
係
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
九
十
号
。
以
下
「
旧
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者
の
う
ち
、
そ
の
認
定
に
係
る
指
定
疾
病
が
慢

性
気
管
支
炎
、
気
管
支
ぜ
ん
息
、
ぜ
ん
息
性
気
管
支
炎
若
し
く
は
肺
気
し
ゆ
又
は
こ
れ
ら
の
続
発
症
で
あ
る
者
は
法
第
四
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者
と
み
な
し
、
そ
の
他
の
者
は
同
条
第
二
項
の
認
定
を
受
け
た
者
と
み
な
す
。

４
　
法
の
施
行
の
際
現
に
旧
法
第
三
条
第
一
項
の
認
定
の
申
請
を
し
て
い
る
者
で
法
附
則
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
受
け
た
も
の
に
つ
い
て
も
、
前
項
と
同
様
と
す
る
。

（
第
三
十
三
条
の
率
の
特
例
）

５
　
昭
和
六
十
三
年
度
か
ら
平
成
三
年
度
ま
で
の
間
の
各
年
度
に
係
る
法
第
五
十
四
条
第
二
項
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
率
は
、
第
三
十
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
各
年
度
に
つ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

下
欄
に
掲
げ
る
率
と
す
る
。

昭
和
六
十
三
年
度

〇
・
二

平
成
元
年
度

〇
・
三

平
成
二
年
度

〇
・
四

平
成
三
年
度

〇
・
五

（
汚
染
負
荷
量
賦
課
金
と
政
府
の
交
付
金
と
の
配
分
比
率
）

６
　
汚
染
負
荷
量
賦
課
金
と
法
附
則
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
る
法
第
四
十
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る
政
府
の
交
付
金
と
の
配
分
比
率
は
、
八
対
二
と
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
九
年
一
一
月
三
〇
日
政
令
第
三
七
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
〇
年
三
月
一
〇
日
政
令
第
二
六
号
）

こ
の
政
令
は
、
雇
用
保
険
法
の
施
行
の
日
（
昭
和
五
十
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
〇
年
三
月
一
一
日
政
令
第
三
〇
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
五
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
公
害
健
康
被
害
補
償
法
施
行
令
の
規
定
は
、
昭
和
五
十
年
度
以
後
の
年
度
分
の
汚
染
負
荷
量
賦
課
金
に
つ
い
て
適
用
し
、
昭
和
四
十
九
年
度
分
の
汚
染
負
荷
量
賦
課
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
〇
年
一
二
月
一
九
日
政
令
第
三
五
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
二
年
一
月
一
三
日
政
令
第
二
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
昭
和
五
十
一
年
度
分
の
汚
染
負
荷
量
賦
課
金
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
政
令
に
よ
る
公
害
健
康
被
害
補
償
法
施
行
令
別
表
第
一
の
規
定
の
改
正
に
よ
り
第
一
種
地
域
と
な
る
区
域
内
の
工
場
又
は
事
業
場
に
係
る
昭
和
五
十
一
年
度
分
の
汚
染
負
荷
量
賦
課
金
（
公
害
健
康
被
害
補
償
法
及
び
こ
の
政

令
に
よ
る
改
正
前
の
公
害
健
康
被
害
補
償
法
施
行
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
年
度
分
と
し
て
納
付
し
、
又
は
納
付
す
べ
き
で
あ
つ
た
も
の
を
除
く
。
）
に
関
し
、
同
法
及
び
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
公
害
健
康
被
害
補
償
法
施
行
令

の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
は
、
同
法
第
五
十
二
条
第
一
項
中
「
各
年
度
（
毎
年
四
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
を
い
う
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
初
日
」
と
あ
る
の
は
「
公
害
健
康
被
害
補
償
法
施
行
令
の
一

部
を
改
正
す
る
政
令
（
昭
和
五
十
二
年
政
令
第
二
号
）
の
施
行
の
日
」
と
、
同
法
第
五
十
五
条
第
一
項
中
「
そ
の
年
度
の
初
日
」
と
あ
る
の
は
「
昭
和
五
十
二
年
一
月
二
十
日
」
と
、
同
令
別
表
第
三
の
一
の
項
中
「
二
百
九
円
九
十
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七
銭
」
と
あ
る
の
は
「
昭
和
五
十
一
年
四
月
一
日
に
お
い
て

大
排
出
ガ
ス
量
が
一
〇
、
〇
〇
〇
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
つ
た
工
場
又
は
事
業
場
に
あ
つ
て
は
三
十
九
円
八
十
八
銭
、
そ
の
他
の
工
場
又
は
事
業
場
に
あ
つ
て
は
四

十
四
円
八
十
七
銭
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
二
年
三
月
二
九
日
政
令
第
三
五
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
五
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
昭
和
五
十
二
年
三
月
以
前
の
月
分
の
児
童
補
償
手
当
の
額
、
当
該
児
童
補
償
手
当
に
係
る
併
給
の
調
整
、
同
月
三
十
一
日
以
前
の
死
亡
に
係
る
葬
祭
料
の
額
及
び
昭
和
五
十
一
年
度
分
の
汚
染
負
荷
量
賦
課
金
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
二
年
七
月
二
六
日
政
令
第
二
四
三
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
五
十
二
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
昭
和
五
十
二
年
七
月
以
前
の
月
分
の
介
護
加
算
額
及
び
療
養
手
当
の
額
並
び
に
同
月
以
前
の
月
分
の
児
童
補
償
手
当
に
係
る
併
給
の
調
整
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
三
年
三
月
三
一
日
政
令
第
七
二
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
五
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
昭
和
五
十
三
年
三
月
以
前
の
月
分
の
児
童
補
償
手
当
の
額
、
当
該
児
童
補
償
手
当
に
係
る
併
給
の
調
整
、
同
月
三
十
一
日
以
前
の
死
亡
に
係
る
葬
祭
料
の
額
及
び
昭
和
五
十
二
年
度
分
の
汚
染
負
荷
量
賦
課
金
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
三
年
六
月
二
日
政
令
第
二
二
四
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
昭
和
五
十
三
年
度
分
の
汚
染
負
荷
量
賦
課
金
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
政
令
に
よ
る
公
害
健
康
被
害
補
償
法
施
行
令
別
表
第
一
の
規
定
の
改
正
に
よ
り
第
一
種
地
域
と
な
る
区
域
内
の
工
場
又
は
事
業
場
に
係
る
昭
和
五
十
三
年
度
分
の
汚
染
負
荷
量
賦
課
金
（
公
害
健
康
被
害
補
償
法
及
び
こ
の
政

令
に
よ
る
改
正
前
の
公
害
健
康
被
害
補
償
法
施
行
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
年
度
分
と
し
て
納
付
し
、
又
は
納
付
す
べ
き
で
あ
つ
た
も
の
を
除
く
。
）
に
関
し
、
同
法
及
び
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
公
害
健
康
被
害
補
償
法
施
行
令

の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
は
、
同
法
第
五
十
二
条
第
一
項
中
「
各
年
度
（
毎
年
四
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
を
い
う
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
初
日
」
と
あ
る
の
は
「
公
害
健
康
被
害
補
償
法
施
行
令
の
一

部
を
改
正
す
る
政
令
（
昭
和
五
十
三
年
政
令
第
二
百
二
十
四
号
）
の
施
行
の
日
」
と
、
同
法
第
五
十
五
条
第
一
項
中
「
そ
の
年
度
の
初
日
」
と
あ
る
の
は
「
昭
和
五
十
三
年
七
月
二
日
」
と
、
同
令
別
表
第
三
の
一
の
項
中
「
七
百
七

十
四
円
五
十
二
銭
」
と
あ
る
の
は
「
昭
和
五
十
三
年
四
月
一
日
に
お
い
て

大
排
出
ガ
ス
量
が
一
〇
、
〇
〇
〇
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
つ
た
工
場
又
は
事
業
場
に
あ
つ
て
は
六
百
三
円
二
十
六
銭
、
そ
の
他
の
工
場
又
は
事
業
場
に

あ
つ
て
は
六
百
四
十
二
円
九
十
五
銭
」
と
、
同
表
の
二
の
項
中
「
四
百
三
十
円
二
十
九
銭
」
と
あ
る
の
は
「
昭
和
五
十
三
年
四
月
一
日
に
お
い
て

大
排
出
ガ
ス
量
が
一
〇
、
〇
〇
〇
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
つ
た
工
場
又
は
事
業

場
に
あ
つ
て
は
三
百
十
七
円
五
十
一
銭
、
そ
の
他
の
工
場
又
は
事
業
場
に
あ
つ
て
は
三
百
五
十
七
円
十
九
銭
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
四
年
三
月
三
〇
日
政
令
第
四
七
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
五
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
昭
和
五
十
四
年
三
月
以
前
の
月
分
の
児
童
補
償
手
当
の
額
、
当
該
児
童
補
償
手
当
に
係
る
併
給
の
調
整
、
同
月
三
十
一
日
以
前
の
死
亡
に
係
る
葬
祭
料
の
額
及
び
昭
和
五
十
三
年
度
分
の
汚
染
負
荷
量
賦
課
金
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
四
年
七
月
二
七
日
政
令
第
二
二
〇
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
五
十
四
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
公
害
健
康
被
害
補
償
法
施
行
令
（
以
下
「
新
令
」
と
い
う
。
）
第
二
十
条
及
び
第
二
十
一
条
の
規
定
は
、
同
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

２
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
昭
和
五
十
四
年
四
月
以
降
の
月
分
と
し
て
支
払
わ
れ
た
児
童
補
償
手
当
は
、
新
令
の
規
定
に
よ
る
同
月
以
降
の
月
分
の
児
童
補
償
手
当
の
内
払
と
み
な
す
。

３
　
昭
和
五
十
四
年
四
月
か
ら
同
年
七
月
ま
で
の
月
分
の
児
童
補
償
手
当
に
係
る
併
給
の
調
整
に
関
す
る
新
令
第
二
十
一
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
六
万
七
千
円
」
と
あ
る
の
は
、
「
六
万
六
千
円
」
と
す
る
。

４
　
昭
和
五
十
四
年
三
月
以
前
の
月
分
の
児
童
補
償
手
当
の
額
及
び
当
該
児
童
補
償
手
当
に
係
る
併
給
の
調
整
並
び
に
同
年
七
月
以
前
の
月
分
の
介
護
加
算
額
及
び
療
養
手
当
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
五
年
三
月
三
一
日
政
令
第
四
九
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
五
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
昭
和
五
十
五
年
三
月
以
前
の
月
分
の
児
童
補
償
手
当
の
額
、
当
該
児
童
補
償
手
当
に
係
る
併
給
の
調
整
、
同
月
三
十
一
日
以
前
の
死
亡
に
係
る
葬
祭
料
の
額
及
び
昭
和
五
十
四
年
度
分
の
汚
染
負
荷
量
賦
課
金
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
五
年
七
月
三
一
日
政
令
第
二
〇
五
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
五
十
五
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
昭
和
五
十
五
年
七
月
以
前
の
月
分
の
介
護
加
算
額
及
び
療
養
手
当
の
額
並
び
に
同
月
以
前
の
月
分
の
児
童
補
償
手
当
に
係
る
併
給
の
調
整
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
五
年
一
一
月
四
日
政
令
第
二
八
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
昭
和
五
十
六
年
一
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
五
年
一
一
月
二
七
日
政
令
第
三
一
一
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
公
害
健
康
被
害
補
償
法
施
行
令
（
以
下
「
新
令
」
と
い
う
。
）
第
二
十
条
及
び
第
二
十
一
条
の
規
定
は
、
昭
和
五
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

２
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
昭
和
五
十
五
年
四
月
以
降
の
月
分
と
し
て
支
払
わ
れ
た
児
童
補
償
手
当
は
、
新
令
の
規
定
に
よ
る
同
月
以
降
の
月
分
の
児
童
補
償
手
当
の
内
払
と
み
な
す
。

３
　
昭
和
五
十
五
年
四
月
か
ら
同
年
七
月
ま
で
の
月
分
の
児
童
補
償
手
当
に
係
る
併
給
の
調
整
に
関
す
る
新
令
第
二
十
一
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
七
万
三
千
九
百
円
」
と
あ
る
の
は
、
「
七
万
三
千
円
」
と
す
る
。
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４
　
昭
和
五
十
五
年
三
月
以
前
の
月
分
の
児
童
補
償
手
当
の
額
及
び
当
該
児
童
補
償
手
当
に
係
る
併
給
の
調
整
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
六
年
三
月
一
三
日
政
令
第
二
六
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
五
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
昭
和
五
十
六
年
三
月
以
前
の
月
分
の
児
童
補
償
手
当
の
額
、
当
該
児
童
補
償
手
当
に
係
る
併
給
の
調
整
、
同
月
三
十
一
日
以
前
の
死
亡
に
係
る
葬
祭
料
の
額
及
び
昭
和
五
十
五
年
度
分
の
汚
染
負
荷
量
賦
課
金
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
六
年
五
月
二
二
日
政
令
第
一
八
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
雇
用
に
係
る
給
付
金
等
の
整
備
充
実
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
昭
和
五
十
六
年
六
月
八
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
公
害
健
康
被
害
補
償
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
七
条
　
整
備
法
附
則
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
駐
留
軍
関
係
離
職
者
、
整
備
法
附
則
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
炭
鉱
離
職
者
求
職
手
帳
の
発
給
を
受
け
た
者
及
び
整
備
法
附
則
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
沖
縄
失
業
者
求
職
手

帳
の
発
給
を
受
け
た
者
に
対
す
る
公
害
健
康
被
害
補
償
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
一
号
）
第
十
四
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
公
害
健
康
被
害
補
償
法
施
行
令
第
七
条
第
一
項
の
規

定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

（
労
働
省
令
へ
の
委
任
）

第
九
条
　
附
則
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
政
令
の
施
行
に
関
し
て
必
要
な
経
過
措
置
は
、
労
働
省
令
で
定
め
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
六
年
七
月
二
四
日
政
令
第
二
五
六
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
五
十
六
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
昭
和
五
十
六
年
七
月
以
前
の
月
分
の
介
護
加
算
額
及
び
療
養
手
当
の
額
並
び
に
同
月
以
前
の
月
分
の
児
童
補
償
手
当
に
係
る
併
給
の
調
整
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
七
年
三
月
二
四
日
政
令
第
二
八
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
五
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
昭
和
五
十
七
年
三
月
以
前
の
月
分
の
児
童
補
償
手
当
の
額
、
当
該
児
童
補
償
手
当
に
係
る
併
給
の
調
整
、
同
月
三
十
一
日
以
前
の
死
亡
に
係
る
葬
祭
料
の
額
及
び
昭
和
五
十
六
年
度
分
の
汚
染
負
荷
量
賦
課
金
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
七
年
七
月
二
日
政
令
第
一
八
四
号
）

こ
の
政
令
は
、
昭
和
五
十
七
年
七
月
二
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
七
年
八
月
二
四
日
政
令
第
二
二
八
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
五
十
七
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
昭
和
五
十
七
年
八
月
以
前
の
月
分
の
介
護
加
算
額
及
び
療
養
手
当
の
額
並
び
に
同
月
以
前
の
月
分
の
児
童
補
償
手
当
に
係
る
併
給
の
調
整
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
八
年
一
月
二
一
日
政
令
第
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
老
人
保
健
法
の
施
行
の
日
（
昭
和
五
十
八
年
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
八
年
三
月
三
一
日
政
令
第
五
六
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
五
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
昭
和
五
十
八
年
三
月
以
前
の
月
分
の
児
童
補
償
手
当
の
額
、
当
該
児
童
補
償
手
当
に
係
る
併
給
の
調
整
、
同
月
三
十
一
日
以
前
の
死
亡
に
係
る
葬
祭
料
の
額
及
び
昭
和
五
十
七
年
度
分
の
汚
染
負
荷
量
賦
課
金
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
三
月
一
七
日
政
令
第
三
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
国
家
公
務
員
及
び
公
共
企
業
体
職
員
に
係
る
共
済
組
合
制
度
の
統
合
等
を
図
る
た
め
の
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
昭
和
五
十
九
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
三
月
二
七
日
政
令
第
四
七
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
五
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
昭
和
五
十
九
年
三
月
以
前
の
月
分
の
児
童
補
償
手
当
の
額
、
当
該
児
童
補
償
手
当
に
係
る
併
給
の
調
整
、
同
月
三
十
一
日
以
前
の
死
亡
に
係
る
葬
祭
料
の
額
及
び
昭
和
五
十
八
年
度
分
の
汚
染
負
荷
量
賦
課
金
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
九
月
七
日
政
令
第
二
六
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
昭
和
五
十
九
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
九
月
二
六
日
政
令
第
二
八
七
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
公
害
健
康
被
害
補
償
法
施
行
令
（
以
下
「
新
令
」
と
い
う
。
）
第
十
一
条
及
び
第
二
十
一
条
の
規
定
は
、
昭
和
五
十
九
年
六
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

２
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
昭
和
五
十
九
年
六
月
以
降
の
月
分
と
し
て
支
払
わ
れ
た
介
護
加
算
額
は
、
新
令
の
規
定
に
よ
る
同
月
以
降
の
月
分
の
介
護
加
算
額
の
内
払
と
み
な
す
。

３
　
昭
和
五
十
九
年
五
月
以
前
の
月
分
の
介
護
加
算
額
及
び
同
月
以
前
の
月
分
の
児
童
補
償
手
当
に
係
る
併
給
の
調
整
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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附
　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
一
月
二
二
日
政
令
第
三
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
公
害
健
康
被
害
補
償
法
施
行
令
（
以
下
「
新
令
」
と
い
う
。
）
第
二
十
三
条
の
規
定
は
、
昭
和
五
十
九
年
六
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

２
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
昭
和
五
十
九
年
六
月
以
降
の
月
分
と
し
て
支
払
わ
れ
た
療
養
手
当
は
、
新
令
の
規
定
に
よ
る
同
月
以
降
の
月
分
の
療
養
手
当
の
内
払
と
み
な
す
。

３
　
昭
和
五
十
九
年
五
月
以
前
の
月
分
の
療
養
手
当
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
三
月
三
〇
日
政
令
第
五
八
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
六
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
昭
和
六
十
年
三
月
以
前
の
月
分
の
児
童
補
償
手
当
の
額
、
当
該
児
童
補
償
手
当
に
係
る
併
給
の
調
整
、
同
月
三
十
一
日
以
前
の
死
亡
に
係
る
葬
祭
料
の
額
及
び
昭
和
五
十
九
年
度
分
の
汚
染
負
荷
量
賦
課
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
六
月
二
八
日
政
令
第
二
〇
四
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
公
害
健
康
被
害
補
償
法
施
行
令
第
十
一
条
、
第
二
十
一
条
及
び
第
二
十
三
条
の
規
定
は
、
昭
和
六
十
年
六
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

２
　
昭
和
六
十
年
五
月
以
前
の
月
分
の
介
護
加
算
額
及
び
療
養
手
当
の
額
並
び
に
同
月
以
前
の
月
分
の
児
童
補
償
手
当
に
係
る
併
給
の
調
整
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
一
二
月
二
七
日
政
令
第
三
三
二
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
六
十
一
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
日
本
学
校
健
康
会
法
施
行
令
の
規
定
に
よ
り
し
た
処
分
、
手
続
そ
の
他
の
行
為
は
、
日
本
体
育
・
学
校
健
康
セ
ン
タ
ー
法
施
行
令
（
昭
和
六
十
年
政
令
第
三
百
三
十
一
号
）

中
の
相
当
す
る
規
定
に
よ
り
し
た
処
分
、
手
続
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
一
年
三
月
三
一
日
政
令
第
七
六
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
六
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
昭
和
六
十
一
年
三
月
以
前
の
月
分
の
児
童
補
償
手
当
の
額
、
当
該
児
童
補
償
手
当
に
係
る
併
給
の
調
整
、
同
月
三
十
一
日
以
前
の
死
亡
に
係
る
葬
祭
料
の
額
及
び
昭
和
六
十
年
度
分
の
汚
染
負
荷
量
賦
課
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
一
年
五
月
二
七
日
政
令
第
一
七
五
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
公
害
健
康
被
害
補
償
法
施
行
令
第
十
一
条
、
第
二
十
一
条
及
び
第
二
十
三
条
の
規
定
は
、
昭
和
六
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

２
　
昭
和
六
十
一
年
三
月
以
前
の
月
分
の
介
護
加
算
額
及
び
療
養
手
当
の
額
並
び
に
同
月
以
前
の
月
分
の
児
童
補
償
手
当
に
係
る
併
給
の
調
整
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
二
年
三
月
三
一
日
政
令
第
八
八
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
六
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
昭
和
六
十
二
年
三
月
以
前
の
月
分
の
児
童
補
償
手
当
の
額
、
当
該
児
童
補
償
手
当
に
係
る
併
給
の
調
整
、
同
月
三
十
一
日
以
前
の
死
亡
に
係
る
葬
祭
料
の
額
及
び
昭
和
六
十
一
年
度
分
の
汚
染
負
荷
量
賦
課
金
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
二
年
六
月
二
日
政
令
第
一
九
四
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
第
十
一
条
、
第
二
十
一
条
及
び
第
二
十
三
条
の
規
定
は
、
昭
和
六
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

２
　
昭
和
六
十
二
年
三
月
以
前
の
月
分
の
介
護
加
算
額
及
び
療
養
手
当
の
額
並
び
に
同
月
以
前
の
月
分
の
児
童
補
償
手
当
に
係
る
併
給
の
調
整
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
二
年
一
一
月
四
日
政
令
第
三
六
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
六
十
三
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
認
定
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
改
正
前
の
公
害
健
康
被
害
補
償
法
施
行
令
（
以
下
「
旧
令
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
一
項
、
第
二
条
、
第
三
条
及
び
別
表
第
一
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

一
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
し
た
公
害
健
康
被
害
補
償
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
に
よ
る
改
正
前
の
公
害
健
康
被
害
補
償
法
（
以
下
「
旧
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
の
認
定
の
申
請
に
基
づ
き
こ
の
政
令
の
施
行
後
に
行
う
公

害
健
康
被
害
の
補
償
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
の
認
定

二
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
旧
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
認
定
の
申
請
を
し
た
者
が
同
項
の
認
定
を
受
け
な
い
で
死
亡
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
死
亡
し
た
者
の
法
第
三
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
遺
族
若
し
く
は
法
第

三
十
五
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
又
は
そ
の
死
亡
し
た
者
に
つ
い
て
葬
祭
を
行
う
者
の
申
請
に
基
づ
き
こ
の
政
令
の
施
行
後
に
行
う
法
第
五
条
第
一
項
の
決
定

（
補
償
給
付
の
支
給
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
行
わ
れ
た
旧
法
第
四
条
第
一
項
の
認
定
に
係
る
被
認
定
者
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
法
被
認
定
者
」
と
い
う
。
）
及
び
前
条
第
一
号
の
認
定
に
係
る
被
認
定
者
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、

旧
令
第
一
条
第
一
項
、
第
三
条
、
第
四
条
、
第
十
四
条
第
一
号
及
び
別
表
第
一
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

一
　
法
第
二
章
の
規
定
に
よ
る
公
害
医
療
手
帳
の
交
付
、
住
所
移
転
に
係
る
届
出
、
認
定
の
有
効
期
間
の
設
定
、
認
定
の
更
新
及
び
取
消
し

二
　
法
第
二
章
の
規
定
に
よ
る
補
償
給
付
（
遺
族
補
償
費
、
遺
族
補
償
一
時
金
及
び
葬
祭
料
を
除
く
。
）
の
支
給

三
　
法
第
二
章
の
規
定
に
よ
る
補
償
給
付
の
免
責
等
、
他
の
法
律
に
よ
る
給
付
等
と
の
調
整
、
不
正
利
得
の
徴
収
、
診
療
報
酬
の
審
査
及
び
支
払
、
障
害
補
償
費
の
額
の
改
定
等
並
び
に
補
償
給
付
の
制
限
等

四
　
法
第
三
章
の
規
定
に
よ
る
公
害
保
健
福
祉
事
業
の
実
施

２
　
旧
法
被
認
定
者
及
び
旧
法
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
た
認
定
に
係
る
死
亡
者
並
び
に
前
条
第
一
号
の
認
定
に
係
る
被
認
定
者
及
び
同
条
第
二
号
の
決
定
に
係
る
被
認
定
者
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ

い
て
は
、
旧
令
第
一
条
第
一
項
、
第
三
条
及
び
別
表
第
一
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
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一
　
法
第
二
章
の
規
定
に
よ
る
遺
族
補
償
費
、
遺
族
補
償
一
時
金
及
び
葬
祭
料
の
支
給

二
　
法
第
二
章
の
規
定
に
よ
る
補
償
給
付
の
免
責
等
、
他
の
法
律
に
よ
る
給
付
等
と
の
調
整
、
不
正
利
得
の
徴
収
及
び
補
償
給
付
の
額
に
つ
い
て
の
他
原
因
の
参
酌

（
公
害
健
康
被
害
認
定
審
査
会
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条
　
こ
の
政
令
の
施
行
の
際
現
に
公
害
健
康
被
害
認
定
審
査
会
が
置
か
れ
て
い
る
都
道
府
県
又
は
市
に
お
け
る
法
第
四
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
公
害
健
康
被
害
認
定
審
査
会
の
設
置
及
び
法
第
四
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
そ
の
組
織

等
に
つ
い
て
は
、
附
則
第
二
条
各
号
並
び
に
前
条
第
一
項
各
号
及
び
第
二
項
各
号
の
事
項
が
あ
る
限
り
、
旧
令
第
一
条
第
一
項
、
第
三
条
及
び
別
表
第
一
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

（
補
償
給
付
の
支
給
に
要
す
る
費
用
の
支
弁
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条
　
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
旧
令
第
一
条
第
一
項
、
第
三
条
及
び
別
表
第
一
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

一
　
こ
の
政
令
の
施
行
後
に
お
い
て
都
道
府
県
知
事
又
は
市
の
長
が
附
則
第
三
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
（
法
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
求
償
に
対
す
る
支
払
を
含
む
。
）
を
行
う
場
合
に
お
け
る

当
該
都
道
府
県
又
は
当
該
市
に
よ
る
補
償
給
付
の
支
給
（
法
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
求
償
に
対
す
る
支
払
を
含
む
。
）
に
要
す
る
費
用
の
支
弁

二
　
こ
の
政
令
の
施
行
後
に
お
い
て
都
道
府
県
知
事
又
は
市
の
長
が
附
則
第
二
条
第
一
号
の
認
定
及
び
同
条
第
二
号
の
決
定
並
び
に
附
則
第
三
条
第
一
項
各
号
及
び
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
行
う
場
合
に
お
け
る
当
該
都
道
府

県
又
は
当
該
市
に
よ
る
こ
れ
ら
の
事
務
の
処
理
に
要
す
る
費
用
の
支
弁

三
　
こ
の
政
令
の
施
行
後
に
お
い
て
都
道
府
県
又
は
市
が
支
弁
す
る
第
一
号
に
掲
げ
る
費
用
及
び
附
則
第
三
条
第
一
項
第
四
号
の
公
害
保
健
福
祉
事
業
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
た
め
の
法
第
四
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定

に
基
づ
く
当
該
都
道
府
県
又
は
当
該
市
に
対
す
る
公
害
健
康
被
害
補
償
予
防
協
会
に
よ
る
納
付
金
の
納
付

四
　
こ
の
政
令
の
施
行
後
に
お
い
て
都
道
府
県
又
は
市
が
支
弁
す
る
第
二
号
に
掲
げ
る
費
用
に
充
て
る
た
め
の
法
第
五
十
条
の
規
定
に
基
づ
く
当
該
都
道
府
県
又
は
当
該
市
に
対
す
る
政
府
に
よ
る
交
付
金
の
交
付

五
　
こ
の
政
令
の
施
行
後
に
お
い
て
都
道
府
県
知
事
又
は
市
の
長
が
行
う
法
第
百
三
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
く
認
定
を
受
け
た
者
等
に
対
す
る
報
告
の
徴
収
等

六
　
こ
の
政
令
の
施
行
後
に
お
い
て
都
道
府
県
知
事
又
は
市
の
長
が
行
う
法
第
百
三
十
七
条
の
規
定
に
基
づ
く
受
診
命
令

七
　
こ
の
政
令
の
施
行
後
に
お
い
て
都
道
府
県
知
事
又
は
市
の
長
が
行
う
法
第
百
三
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
く
補
償
給
付
の
一
時
差
止
め

八
　
こ
の
政
令
の
施
行
後
に
お
い
て
都
道
府
県
知
事
又
は
市
の
長
が
行
う
法
第
百
三
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
く
公
害
医
療
機
関
に
対
す
る
報
告
の
徴
収
等
及
び
法
第
百
四
十
条
の
規
定
に
基
づ
く
診
療
を
行
つ
た
者
等
に
対
す
る
報
告

の
徴
収
等

九
　
こ
の
政
令
の
施
行
後
に
お
い
て
市
町
村
長
（
特
別
区
の
長
を
含
む
も
の
と
し
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
に
あ
つ
て
は
、
区
長
又
は
総
合
区
長
と
す
る

。
）
が
都
道
府
県
知
事
又
は
市
の
長
に
対
し
て
行
う
法
第
百
四
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
く
戸
籍
事
項
の
無
料
証
明

（
昭
和
六
十
二
年
度
分
の
汚
染
負
荷
量
賦
課
金
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
六
条
　
昭
和
六
十
二
年
度
分
の
汚
染
負
荷
量
賦
課
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
三
年
三
月
三
一
日
政
令
第
七
八
号
）
　
抄

１
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
六
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
昭
和
六
十
三
年
三
月
以
前
の
月
分
の
児
童
補
償
手
当
の
額
、
当
該
児
童
補
償
手
当
に
係
る
併
給
の
調
整
、
同
月
三
十
一
日
以
前
の
死
亡
に
係
る
葬
祭
料
の
額
及
び
昭
和
六
十
二
年
度
分
の
汚
染
負
荷
量
賦
課
金
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
三
年
五
月
二
四
日
政
令
第
一
六
三
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
各
規
定
は
、
昭
和
六
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

２
　
昭
和
六
十
三
年
三
月
以
前
の
月
分
の
介
護
加
算
額
及
び
療
養
手
当
の
額
並
び
に
同
月
以
前
の
月
分
の
児
童
補
償
手
当
に
係
る
併
給
の
調
整
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
三
月
三
一
日
政
令
第
八
五
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
元
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
平
成
元
年
三
月
以
前
の
月
分
の
児
童
補
償
手
当
、
当
該
児
童
補
償
手
当
に
係
る
併
給
の
調
整
、
同
年
三
月
三
十
一
日
以
前
の
死
亡
に
係
る
葬
祭
料
の
額
及
び
昭
和
六
十
三
年
度
分
の
汚
染
負
荷
量
賦
課
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
七
月
二
一
日
政
令
第
二
二
四
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
各
規
定
は
、
平
成
元
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

２
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
平
成
元
年
四
月
以
降
の
月
分
と
し
て
支
払
わ
れ
た
介
護
加
算
額
は
、
改
正
後
の
各
規
定
に
よ
る
同
月
以
降
の
月
分
の
介
護
加
算
額
の
内
払
と
み
な
す
。

３
　
平
成
元
年
三
月
以
前
の
月
分
の
介
護
加
算
額
及
び
同
月
以
前
の
月
分
の
児
童
補
償
手
当
に
係
る
併
給
の
調
整
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
一
二
月
二
二
日
政
令
第
三
四
三
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
各
規
定
は
、
平
成
元
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

２
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
平
成
元
年
四
月
以
降
の
月
分
と
し
て
支
払
わ
れ
た
児
童
補
償
手
当
及
び
療
養
手
当
は
、
改
正
後
の
各
規
定
に
よ
る
同
月
以
降
の
月
分
の
児
童
補
償
手
当
及
び
療
養
手
当
の
内
払
と
み
な
す
。

３
　
平
成
元
年
三
月
以
前
の
月
分
の
児
童
補
償
手
当
の
額
及
び
当
該
児
童
補
償
手
当
に
係
る
併
給
の
調
整
並
び
に
療
養
手
当
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
年
三
月
三
〇
日
政
令
第
六
二
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
平
成
二
年
三
月
以
前
の
月
分
の
介
護
加
算
額
、
同
月
以
前
の
月
分
の
児
童
補
償
手
当
の
額
、
当
該
児
童
補
償
手
当
に
係
る
併
給
の
調
整
、
同
月
以
前
の
月
分
の
療
養
手
当
の
額
、
同
年
三
月
三
十
一
日
以
前
の
死
亡
に
係
る
葬
祭
料

の
額
及
び
平
成
元
年
度
分
の
汚
染
負
荷
量
賦
課
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
年
三
月
二
九
日
政
令
第
六
一
号
）
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１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
平
成
三
年
三
月
以
前
の
月
分
の
介
護
加
算
額
、
同
月
以
前
の
月
分
の
児
童
補
償
手
当
の
額
、
当
該
児
童
補
償
手
当
に
係
る
併
給
の
調
整
、
同
月
以
前
の
月
分
の
療
養
手
当
の
額
、
同
年
三
月
三
十
一
日
以
前
の
死
亡
に
係
る
葬
祭
料

の
額
及
び
平
成
二
年
度
分
の
汚
染
負
荷
量
賦
課
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
四
年
三
月
二
七
日
政
令
第
五
六
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
平
成
四
年
三
月
以
前
の
月
分
の
介
護
加
算
額
、
同
月
以
前
の
月
分
の
児
童
補
償
手
当
の
額
、
当
該
児
童
補
償
手
当
に
係
る
併
給
の
調
整
、
同
月
以
前
の
月
分
の
療
養
手
当
の
額
、
同
年
三
月
三
十
一
日
以
前
の
死
亡
に
係
る
葬
祭
料

の
額
及
び
平
成
三
年
度
分
の
汚
染
負
荷
量
賦
課
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
五
年
三
月
三
一
日
政
令
第
八
〇
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
平
成
五
年
三
月
以
前
の
月
分
の
介
護
加
算
額
、
同
月
以
前
の
月
分
の
児
童
補
償
手
当
の
額
、
当
該
児
童
補
償
手
当
に
係
る
併
給
の
調
整
、
同
月
以
前
の
月
分
の
療
養
手
当
の
額
、
同
年
三
月
三
十
一
日
以
前
の
死
亡
に
係
る
葬
祭
料

の
額
及
び
平
成
四
年
度
分
の
汚
染
負
荷
量
賦
課
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
三
月
三
〇
日
政
令
第
九
一
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
平
成
六
年
三
月
以
前
の
月
分
の
介
護
加
算
額
、
同
月
以
前
の
月
分
の
児
童
補
償
手
当
の
額
、
当
該
児
童
補
償
手
当
に
係
る
併
給
の
調
整
、
同
月
以
前
の
月
分
の
療
養
手
当
の
額
及
び
平
成
五
年
度
分
の
汚
染
負
荷
量
賦
課
金
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
九
月
二
日
政
令
第
二
八
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
一
一
月
一
六
日
政
令
第
三
五
六
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
第
二
十
条
及
び
第
二
十
一
条
の
規
定
は
平
成
六
年
四
月
一
日
か
ら
、
改
正
後
の
第
二
十
三
条
の
規
定
は
同
年
十
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

２
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
平
成
六
年
四
月
以
降
の
月
分
と
し
て
支
払
わ
れ
た
児
童
補
償
手
当
は
、
改
正
後
の
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
る
同
月
以
降
の
月
分
の
児
童
補
償
手
当
の
内
払
と
み
な
し
、
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
同
年
十
月
以

降
の
月
分
と
し
て
支
払
わ
れ
た
療
養
手
当
は
、
改
正
後
の
第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
同
月
以
降
の
月
分
の
療
養
手
当
の
内
払
と
み
な
す
。

３
　
平
成
六
年
三
月
以
前
の
月
分
の
児
童
補
償
手
当
の
額
及
び
当
該
児
童
補
償
手
当
に
係
る
併
給
の
調
整
並
び
に
同
年
九
月
以
前
の
月
分
の
療
養
手
当
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
一
二
月
二
六
日
政
令
第
四
一
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
ガ
ス
事
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
四
十
二
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
七
年
三
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
二
月
一
七
日
政
令
第
二
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
七
年
七
月
一
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
三
月
二
七
日
政
令
第
八
五
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
平
成
七
年
三
月
以
前
の
月
分
の
介
護
加
算
額
、
同
月
以
前
の
月
分
の
児
童
補
償
手
当
の
額
、
当
該
児
童
補
償
手
当
に
係
る
併
給
の
調
整
、
同
月
以
前
の
月
分
の
療
養
手
当
の
額
及
び
平
成
六
年
度
分
の
汚
染
負
荷
料
賦
課
金
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
一
〇
月
一
八
日
政
令
第
三
五
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
電
気
事
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
平
成
七
年
十
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
三
月
二
七
日
政
令
第
五
一
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
平
成
八
年
三
月
以
前
の
月
分
の
介
護
加
算
額
、
同
月
以
前
の
月
分
の
児
童
補
償
手
当
に
係
る
併
給
の
調
整
、
同
年
三
月
三
十
一
日
以
前
の
死
亡
に
係
る
葬
祭
料
の
額
及
び
平
成
七
年
度
以
前
の
分
の
汚
染
負
荷
量
賦
課
金
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
三
月
二
八
日
政
令
第
八
三
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
平
成
九
年
三
月
以
前
の
月
分
の
介
護
加
算
額
、
同
月
以
前
の
月
分
の
児
童
補
償
手
当
に
係
る
併
給
の
調
整
及
び
平
成
八
年
度
以
前
の
分
の
汚
染
負
荷
量
賦
課
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
三
月
二
八
日
政
令
第
八
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
三
月
三
一
日
政
令
第
九
九
号
）
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１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
平
成
十
年
三
月
以
前
の
月
分
の
介
護
加
算
額
、
同
月
以
前
の
月
分
の
児
童
補
償
手
当
の
額
、
当
該
児
童
補
償
手
当
に
係
る
併
給
の
調
整
、
同
月
以
前
の
月
分
の
療
養
手
当
の
額
、
同
年
三
月
三
十
一
日
以
前
の
死
亡
に
係
る
葬
祭
料

の
額
及
び
平
成
九
年
度
以
前
の
分
の
汚
染
負
荷
量
賦
課
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
三
月
二
六
日
政
令
第
七
四
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
平
成
十
一
年
三
月
以
前
の
月
分
の
介
護
加
算
額
、
同
月
以
前
の
月
分
の
児
童
補
償
手
当
の
額
、
当
該
児
童
補
償
手
当
に
係
る
併
合
の
調
整
、
同
月
以
前
の
月
分
の
療
養
手
当
の
額
、
同
年
三
月
三
十
一
日
以
前
の
死
亡
に
係
る
葬
祭

料
の
額
及
び
平
成
十
年
度
以
前
の
分
の
汚
染
負
荷
量
賦
課
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
九
月
三
日
政
令
第
二
六
二
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
一
月
一
七
日
政
令
第
三
七
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
一
年
十
一
月
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
二
月
二
七
日
政
令
第
四
三
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
二
年
三
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
三
月
二
九
日
政
令
第
一
一
九
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
平
成
十
二
年
三
月
以
前
の
月
分
の
介
護
加
算
額
、
同
月
以
前
の
月
分
の
児
童
補
償
手
当
に
係
る
併
給
の
調
整
、
同
年
三
月
三
十
一
日
以
前
の
死
亡
に
係
る
葬
祭
料
の
額
及
び
平
成
十
一
年
度
以
前
の
分
の
汚
染
負
荷
量
賦
課
金
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
六
月
七
日
政
令
第
三
一
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
三
月
三
〇
日
政
令
第
一
二
七
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
平
成
十
三
年
三
月
三
十
一
日
以
前
の
死
亡
に
係
る
葬
祭
料
の
額
及
び
平
成
十
二
年
度
以
前
の
分
の
汚
染
負
荷
量
賦
課
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
五
月
一
六
日
政
令
第
一
八
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
支
給
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
三
十
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
七
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
三
月
一
三
日
政
令
第
四
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
三
月
二
七
日
政
令
第
七
一
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
平
成
十
四
年
三
月
三
十
一
日
以
前
の
死
亡
に
係
る
葬
祭
料
の
額
及
び
平
成
十
三
年
度
以
前
の
分
の
汚
染
負
荷
量
賦
課
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
三
月
三
一
日
政
令
第
一
四
五
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
平
成
十
五
年
三
月
以
前
の
月
分
の
介
護
加
算
額
、
同
月
以
前
の
月
分
の
児
童
補
償
手
当
に
係
る
障
害
の
程
度
、
当
該
児
童
補
償
手
当
の
額
、
当
該
児
童
補
償
手
当
に
係
る
併
給
の
調
整
、
同
月
以
前
の
月
分
の
療
養
手
当
の
額
、
同

年
三
月
三
十
一
日
以
前
の
死
亡
に
係
る
葬
祭
料
の
額
及
び
平
成
十
四
年
度
以
前
の
分
の
汚
染
負
荷
量
賦
課
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
八
月
八
日
政
令
第
三
六
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
六
条
か
ら
第
二
十
五
条
ま
で
の
規
定
は
、
平
成
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
一
二
月
五
日
政
令
第
四
八
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
十
八
条
か
ら
第
四
十
一
条
ま
で
、
第
四
十
三
条
及
び
第
四
十
四
条
の
規
定
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
三
月
三
一
日
政
令
第
一
一
〇
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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２
　
平
成
十
六
年
三
月
以
前
の
月
分
の
介
護
加
算
額
、
同
月
以
前
の
月
分
の
療
養
手
当
の
額
、
同
年
三
月
三
十
一
日
以
前
の
死
亡
に
係
る
葬
祭
料
の
額
及
び
平
成
十
五
年
度
以
前
の
分
の
汚
染
負
荷
量
賦
課
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
三
月
三
一
日
政
令
第
九
七
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
以
前
の
死
亡
に
係
る
葬
祭
料
の
額
及
び
平
成
十
六
年
度
以
前
の
分
の
汚
染
負
荷
量
賦
課
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
一
月
二
五
日
政
令
第
一
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
三
月
三
〇
日
政
令
第
一
〇
五
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
平
成
十
八
年
三
月
以
前
の
月
分
の
介
護
加
算
額
、
同
月
以
前
の
月
分
の
療
養
手
当
の
額
、
同
年
三
月
三
十
一
日
以
前
の
死
亡
に
係
る
葬
祭
料
の
額
及
び
平
成
十
七
年
度
以
前
の
分
の
汚
染
負
荷
量
賦
課
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
三
月
三
〇
日
政
令
第
九
八
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
平
成
十
九
年
三
月
三
十
一
日
以
前
の
死
亡
に
係
る
葬
祭
料
の
額
及
び
平
成
十
八
年
度
以
前
の
分
の
汚
染
負
荷
量
賦
課
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
三
月
三
一
日
政
令
第
一
一
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
三
月
三
一
日
政
令
第
一
一
七
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
三
月
三
一
日
政
令
第
一
二
六
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
平
成
二
十
年
三
月
以
前
の
月
分
の
介
護
加
算
額
及
び
同
年
三
月
三
十
一
日
以
前
の
死
亡
に
係
る
葬
祭
料
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
四
月
一
六
日
政
令
第
一
三
七
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
公
害
健
康
被
害
の
補
償
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
規
定
は
、
平
成
二
十
年
度
以
降
の
分
の
汚
染
負
荷
量
賦
課
金
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
十
九
年
度
以
前
の
分
の
汚
染
負
荷
量
賦
課
金
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
五
月
二
日
政
令
第
一
七
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
三
月
三
一
日
政
令
第
八
七
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
平
成
二
十
年
度
以
前
の
分
の
汚
染
負
荷
量
賦
課
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
四
月
一
日
政
令
第
一
〇
一
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
平
成
二
十
二
年
三
月
以
前
の
月
分
の
介
護
加
算
額
及
び
平
成
二
十
一
年
度
以
前
の
分
の
汚
染
負
荷
量
賦
課
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
三
月
三
一
日
政
令
第
七
七
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
平
成
二
十
三
年
三
月
以
前
の
月
分
の
介
護
加
算
額
、
同
月
以
前
の
月
分
の
療
養
手
当
の
額
、
同
年
三
月
三
十
一
日
以
前
の
死
亡
に
係
る
葬
祭
料
の
額
及
び
平
成
二
十
二
年
度
以
前
の
分
の
汚
染
負
荷
量
賦
課
金
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
三
月
三
〇
日
政
令
第
九
一
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
平
成
二
十
四
年
三
月
以
前
の
月
分
の
介
護
加
算
額
、
同
月
以
前
の
月
分
の
療
養
手
当
の
額
、
同
年
三
月
三
十
一
日
以
前
の
死
亡
に
係
る
葬
祭
料
の
額
及
び
平
成
二
十
三
年
度
以
前
の
分
の
汚
染
負
荷
量
賦
課
金
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
一
月
一
八
日
政
令
第
五
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
三
月
二
九
日
政
令
第
一
〇
二
号
）
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１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
以
前
の
死
亡
に
係
る
葬
祭
料
の
額
及
び
平
成
二
十
四
年
度
以
前
の
分
の
汚
染
負
荷
量
賦
課
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
三
月
二
六
日
政
令
第
七
八
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
平
成
二
十
六
年
三
月
以
前
の
月
分
の
療
養
手
当
の
額
、
同
月
三
十
一
日
以
前
の
死
亡
に
係
る
葬
祭
料
の
額
及
び
平
成
二
十
五
年
度
以
前
の
分
の
汚
染
負
荷
量
賦
課
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
八
月
二
〇
日
政
令
第
二
八
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
一
一
月
一
二
日
政
令
第
三
五
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
一
月
三
〇
日
政
令
第
三
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
次
条
に
お
い
て
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
三
月
三
一
日
政
令
第
一
三
六
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
平
成
二
十
七
年
三
月
以
前
の
月
分
の
介
護
加
算
額
、
同
月
以
前
の
月
分
の
療
養
手
当
の
額
、
同
月
三
十
一
日
以
前
の
死
亡
に
係
る
葬
祭
料
の
額
及
び
平
成
二
十
六
年
度
以
前
の
分
の
汚
染
負
荷
量
賦
課
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
三
月
三
〇
日
政
令
第
九
六
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
平
成
二
十
八
年
三
月
以
前
の
月
分
の
介
護
加
算
額
、
同
月
以
前
の
月
分
の
療
養
手
当
の
額
、
同
月
三
十
一
日
以
前
の
死
亡
に
係
る
葬
祭
料
の
額
及
び
平
成
二
十
七
年
度
以
前
の
分
の
汚
染
負
荷
量
賦
課
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
三
月
二
九
日
政
令
第
六
一
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
平
成
二
十
九
年
三
月
以
前
の
月
分
の
介
護
加
算
額
、
同
月
三
十
一
日
以
前
の
死
亡
に
係
る
葬
祭
料
の
額
及
び
平
成
二
十
八
年
度
以
前
の
分
の
汚
染
負
荷
量
賦
課
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
三
月
三
一
日
政
令
第
一
五
四
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
平
成
三
十
年
三
月
以
前
の
月
分
の
介
護
加
算
額
、
同
月
以
前
の
月
分
の
療
養
手
当
の
額
、
同
月
三
十
一
日
以
前
の
死
亡
に
係
る
葬
祭
料
の
額
及
び
平
成
二
十
九
年
度
以
前
の
分
の
汚
染
負
荷
量
賦
課
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
七
月
六
日
政
令
第
二
〇
〇
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
一
年
三
月
三
〇
日
政
令
第
一
三
六
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
平
成
三
十
一
年
三
月
以
前
の
月
分
の
介
護
加
算
額
、
同
月
以
前
の
月
分
の
療
養
手
当
の
額
、
同
月
三
十
一
日
以
前
の
死
亡
に
係
る
葬
祭
料
の
額
及
び
平
成
三
十
年
度
以
前
の
分
の
汚
染
負
荷
量
賦
課
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。

12



附
　
則
　
（
令
和
二
年
三
月
三
一
日
政
令
第
一
三
一
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
令
和
二
年
三
月
以
前
の
月
分
の
療
養
手
当
の
額
、
同
月
三
十
一
日
以
前
の
死
亡
に
係
る
葬
祭
料
の
額
及
び
令
和
元
年
度
以
前
の
年
度
分
の
汚
染
負
荷
量
賦
課
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
三
月
三
一
日
政
令
第
七
四
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
以
前
の
死
亡
に
係
る
葬
祭
料
の
額
及
び
令
和
二
年
度
以
前
の
年
度
分
の
汚
染
負
荷
量
賦
課
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
三
月
三
〇
日
政
令
第
一
二
五
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
令
和
四
年
三
月
以
前
の
月
分
の
療
養
手
当
の
額
、
同
月
三
十
一
日
以
前
の
死
亡
に
係
る
葬
祭
料
の
額
及
び
令
和
三
年
度
以
前
の
年
度
分
の
汚
染
負
荷
量
賦
課
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
三
月
二
七
日
政
令
第
七
六
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
令
和
五
年
三
月
以
前
の
月
分
の
介
護
加
算
額
、
同
月
以
前
の
月
分
の
療
養
手
当
の
額
、
同
月
三
十
一
日
以
前
の
死
亡
に
係
る
葬
祭
料
の
額
及
び
令
和
四
年
度
以
前
の
年
度
分
の
汚
染
負
荷
量
賦
課
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
三
月
二
七
日
政
令
第
七
二
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
令
和
六
年
三
月
以
前
の
月
分
の
介
護
加
算
額
、
同
月
以
前
の
月
分
の
療
養
手
当
の
額
、
同
月
三
十
一
日
以
前
の
死
亡
に
係
る
葬
祭
料
の
額
及
び
令
和
五
年
度
以
前
の
年
度
分
の
汚
染
負
荷
量
賦
課
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

別
表
第
一
　
削
除

別
表
第
二
（
第
一
条
関
係
）

一
新
潟
県
の
区
域
の
う
ち
、
新
潟
市
（
松
浜
町
、
根
室
新
町
、
津
島
屋
一
丁
目
、
津
島
屋
二
丁
目
、
津
島
屋
三
丁
目
、
津
島
屋
四
丁
目
、
津
島
屋
五
丁
目
、
津
島
屋
六
丁
目
、
津
島
屋
七
丁
目
、
津
島
屋
八
丁
目
、
新

川
町
、
一
日
市
、
海
老
ケ
瀬
、
大
形
本
町
、
中
興
野
、
本
所
、
江
口
、
新
崎
、
名
目
所
及
び
濁
川
に
限
る
。
）
及
び
豊
栄
市
（
高
森
新
田
、
森
下
及
び
高
森
に
限
る
。
）
の
区
域

水
俣
病

二
富
山
県
の
区
域
の
う
ち
、
富
山
市
（
鵯
島
、
有
沢
、
羽
根
、
布
瀬
、
萩
原
、
塚
原
、
西
荒
屋
、
才
覚
寺
、
経
田
、
友
杉
、
秋
ケ
島
、
任
海
、
上
栗
山
、
下
栗
山
、
新
保
、
吉
倉
、
南
中
田
、
惣
在
寺
、
大
利
、
福

居
、
押
上
、
上
八
日
町
及
び
安
野
屋
町
に
限
る
。
）
、
婦
負
郡
婦
中
町
（
鵜
坂
、
羽
根
新
、
分
田
、
田
島
、
上
田
島
、
宮
ケ
島
、
東
本
郷
、
西
本
郷
、
安
田
、
小
泉
、
下
友
坂
、
下
条
、
川
口
、
笹
倉
、
麦
島
、
速

星
、
下
坂
倉
、
下
轡
田
、
塚
原
、
上
轡
田
、
増
田
、
板
倉
、
砂
子
田
、
袋
、
下
井
沢
、
道
場
、
中
名
、
持
田
、
蔵
島
、
添
島
、
萩
島
、
十
五
丁
、
道
喜
島
、
堀
、
地
角
、
清
水
島
、
田
屋
、
東
余
川
、
広
田
、
為
成

新
、
青
島
、
新
屋
、
横
野
、
浜
子
、
中
島
及
び
成
子
に
限
る
。
）
及
び
上
新
川
郡
大
沢
野
町
（
牛
ケ
増
、
笹
津
、
春
日
、
長
走
、
下
タ
林
、
西
大
沢
、
高
内
、
稲
代
、
八
木
山
、
上
大
久
保
、
長
附
、
上
二
杉
、
西

塩
野
、
加
納
、
岩
木
、
岩
木
新
、
葛
原
、
下
大
久
保
、
新
村
、
合
田
、
東
大
久
保
、
中
大
久
保
、
塩
及
び
神
通
に
限
る
。
）
の
区
域

イ
タ
イ
イ
タ
イ
病

三
島
根
県
の
区
域
の
う
ち
、
鹿
足
郡
津
和
野
町
（
大
字
中
山
、
大
字
長
福
、
大
字
豊
稼
、
大
字
中
川
、
大
字
山
下
、
大
字
中
曽
野
の
う
ち
中
組
、
大
字
邑
輝
の
う
ち
木
毛
、
大
字
部
栄
（
戸
谷
を
除
く
。
）
、
大
字
内

美
、
大
字
田
二
穂
（
虹
ケ
谷
を
除
く
。
）
及
び
大
字
高
峯
（
田
平
及
び
牧
ケ
野
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）
及
び
日
原
町
（
大
字
溪
村
に
限
る
。
）
の
区
域

慢
性

ひ砒
素
中
毒
症

四
熊
本
県
の
区
域
の
う
ち
、
水
俣
市
及
び
葦
北
郡
の
区
域
並
び
に
鹿
児
島
県
の
区
域
の
う
ち
、
出
水
市
の
区
域

水
俣
病

五
宮
崎
県
の
区
域
の
う
ち
、
西
臼
杵
郡
高
千
穂
町
（
大
字
岩
戸
の
う
ち
、
畑
中
平
、
荒
谷
、
岩
下
、
樋
ノ
口
、
吹
谷
、
長
石
、
黒
渕
、
惣
見
、
鶴
、
小
又
、
向
土
呂
久
、
尾
曽
宇
、
折
原
及
び
丸
岩
に
限
る
。
）
の
区
域
慢
性

ひ砒
素
中
毒
症

備
考
　
こ
の
表
に
掲
げ
る
区
域
は
、
昭
和
四
十
九
年
六
月
十
日
に
お
け
る
行
政
区
画
そ
の
他
の
区
域
に
よ
つ
て
表
示
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。

別
表
第
三
　
削
除

別
表
第
四
（
第
三
十
二
条
関
係
）

　
地
域

基
準
年
の
四
年
前
の
年
基
準
年
の
三
年
前
の
年
基
準
年
の
二
年
前
の
年
基
準
年
の
前
年

基
準
年
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一
公
害
健
康
被
害
補
償
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
昭
和
六
十
二
年
政
令
第
三
百
六
十
八
号
）
に
よ
る
改
正
前
の

別
表
第
一
（
以
下
「
旧
別
表
第
一
」
と
い
う
。
）
の
二
十
八
の
項
か
ら
三
十
一
の
項
ま
で
及
び
三
十
二
の
項
に
掲
げ
る
地
域

二
・
五
五
九
一
九

三
・
〇
六
三
六
四

三
・
三
一
八
九
四

四
・
一
四
一
九
六
五
・
三
六
二
九
〇

二
旧
別
表
第
一
の
二
の
項
か
ら
二
十
二
の
項
ま
で
に
掲
げ
る
地
域

一
・
五
四
八
九
八

一
・
八
五
四
三
一

二
・
〇
〇
八
八
三

二
・
五
〇
六
九
八
三
・
二
四
五
九
七

三
旧
別
表
第
一
の
二
十
四
の
項
及
び
二
十
五
の
項
に
掲
げ
る
地
域

一
・
四
一
四
二
九

一
・
六
九
三
〇
六

一
・
八
三
四
一
五

二
・
二
八
八
九
八
二
・
九
六
三
七
一

四
旧
別
表
第
一
の
二
十
六
の
項
及
び
二
十
七
の
項
に
掲
げ
る
地
域

一
・
〇
七
七
五
五

一
・
二
〇
九
三
三

一
・
三
一
〇
一
一

一
・
六
三
四
九
九
二
・
一
一
六
九
四

五
旧
別
表
第
一
の
三
十
一
の
二
の
項
に
掲
げ
る
地
域

一
・
三
四
六
九
四

一
・
六
一
二
四
四

一
・
七
四
六
八
一

二
・
一
七
九
九
八
二
・
九
六
三
七
一

六
旧
別
表
第
一
の
一
の
項
に
掲
げ
る
地
域

一
・
三
四
六
九
四

一
・
六
一
二
四
四

一
・
七
四
六
八
一

二
・
一
七
九
九
八
二
・
九
六
三
七
一

七
旧
別
表
第
一
の
二
十
三
の
項
に
掲
げ
る
地
域

一
・
〇
七
七
五
五

一
・
二
八
九
九
五

一
・
三
九
七
四
五

一
・
六
三
四
九
九
二
・
一
一
六
九
四

八
旧
別
表
第
一
の
三
十
六
の
項
及
び
三
十
七
の
項
に
掲
げ
る
地
域

〇
・
九
四
二
八
六

一
・
一
二
八
七
一

一
・
二
二
二
七
七

一
・
六
三
四
九
九
二
・
一
一
六
九
四

九
旧
別
表
第
一
の
三
十
三
の
項
か
ら
三
十
五
の
項
ま
で
に
掲
げ
る
地
域

〇
・
九
四
二
八
六

一
・
一
二
八
七
一

一
・
二
二
二
七
七

一
・
五
二
五
九
九
二
・
一
一
六
九
四

十
旧
別
表
第
一
に
掲
げ
る
地
域
以
外
の
地
域

〇
・
一
四
九
六
六

〇
・
一
七
九
一
六

〇
・
一
九
四
〇
九

〇
・
二
四
二
二
二
〇
・
三
一
三
六
二

別
表
第
五
（
第
三
十
四
条
関
係
）

一

旧
別
表
第
一
の
二
十
八
の
項
か
ら
三
十
一
の
項
ま
で
及
び
三
十
二
の
項
に
掲
げ
る
地
域

千
八
百
七
十
円
八
十
八
銭

二

旧
別
表
第
一
の
二
の
項
か
ら
二
十
二
の
項
ま
で
に
掲
げ
る
地
域

千
二
百
六
十
五
円
六
十
銭

三

旧
別
表
第
一
の
一
の
項
及
び
三
十
一
の
二
の
項
に
掲
げ
る
地
域

千
百
五
十
五
円
五
十
五
銭

四

旧
別
表
第
一
の
二
十
四
の
項
及
び
二
十
五
の
項
に
掲
げ
る
地
域

千
百
円
五
十
二
銭

五

旧
別
表
第
一
の
二
十
三
の
項
、
二
十
六
の
項
及
び
二
十
七
の
項
並
び
に
三
十
三
の
項
か
ら
三
十
七
の
項
ま
で
に
掲
げ
る
地
域

八
百
二
十
五
円
三
十
九
銭

六

旧
別
表
第
一
に
掲
げ
る
地
域
以
外
の
地
域

百
二
十
二
円
二
十
八
銭
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